
訪問介護 重要事項説明書・利用契約書の変更同意書 

 

令和6年4月の介護報酬改定により、重要事項説明書のうち、以下の部分の変更を行い、契

約変更と致します。 

 

（１） 重要事項説明書６の利用料金の変更 

 

変更後の料金 

 

＊費用総額は加算単位数に地域区分ごとの単価（1単位＝10.42円）をかけて計算した金額で

す。 

 単位数 費用総額 利用者負担額 

身体介護が中心の場合 １割の場合 ２割の場合 

20分未満 163単位 1,698円 169円 339円 

20分以上30分未満 244単位 2,542円 254円 508円 

30分以上60分未満 387単位 4,032円 403円 806円 

60分以上90分未満 567単位 5,908円 590円 1,181円 

30分追加毎 82単位 854円 85円 170円 

生活援助が中心の場合 

20分以上45分未満 179単位 1,865円 186円 373円 

45分以上 220単位 2,292円 229円 458円 

身体介護に引き続き 

生活援助を行う場合 

20分以上 65単位 677円 67円 135円 

45分以上 130単位 1,354円 135円 270円 

70分以上 195単位 2,031円 203円 406円 

介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護の場合 

週１回程度（1か月につき） 1,176単位 12,253円 1,225円 2,450円 

週２回程度（1か月につき） 2,349 単位 24,476円 2,447円 4,895円 

週２回以上（１か月につき） 

（要支援２のみ） 

3,727単位 38,835円 3,883円 7,767円 

 

 

 



（２）加算料金等 

＊令和６年６月から 

口腔連携強化加算      

（口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を

得て、歯科医療機関及び介護支援専門医に対し、当該評価の結

果の情報を行った場合） 

単位数 1割 ２割 

50単位 52円 104円 

 

令和６年４月から 

（変更前）                            （変更後） 

介護職員特別処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員特別処遇改善加算（Ⅰ） 

総所定単位数×4.2％加算 総所定単位数×6.3％加算 

 

＊令和6年6月より、介護職員処遇改善加算が一本化されるため、下記の通りとなります。 

介護職員処遇改善加算 新加算（Ⅰ） 総所定単位数×24.5％加算 

 

 

（２）  重要事項説明書の追加 

 

１４．虐待防止について 

 事業者は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を

実施する等の措置を講じます。 

① 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

② 当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 

③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図ります。 

④ 事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。 役職：管理者 氏名：鳥居 妙 

 

 

１５．感染症対策について 
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 

① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する感染防

止委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底しています。 



④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 

 

１６．業務継続に向けた取り組みについて 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を 

  継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

表記につき、変更に同意します。 

 

令和  6  年    月     日 

 

事業者  所在地  埼玉県越谷市北越谷三丁目７番29号 

       名 称  株式会社 千幸 

 

事業所  所在地  埼玉県越谷市北越谷三丁目７番29号 

       名 称  訪問介護 ドリーム  

 

 

利用者 住 所   埼玉県越谷市 

 

 

氏 名                                  

 

 

代理人 住 所    

 

 

氏 名                                  

 

                                        （続柄        ） 



 

 

 

 


